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弁護士法人 横浜みなと法律事務所  恥1.1 2018。 JЩo

事務所だより創刊のご挨拶

当事務所は、依頼者の方の 「みな と」であ りたい と考えてお ります。長 くて厳 しい人

生 と言 う名の航海の中で、嵐に会った時の避難場所。疲れた船体を修復 し、食料や燃料

を補充 して、再び元気になって大海原へ出航 していただ くための 「みなと」です。

私は、横浜関内にある法律事務所で研鑽 を積んだ後、平成 19年に横浜駅近 くで横浜

みな と法律事務所を開設 しま した。東 日本大震災の被災経験か ら、平成 27年に自宅に

もほど近い金沢区にある丈夫な横浜テクノタワーホテルの ビルに移転 し

ま した。 この地域は、住宅地 と工業地帯が併存 してお り、一般市民相談

か ら企業法務まで幅広 く事件を取 り扱ってきた当事務所にふ さわ しい と

い うのも、理由の一つで した。地域に根付いた町医者な らぬ町弁 として

皆 さまに信頼 される法律事務所であ りたいと考えてお ります。

末永 く、どうぞよろ しくお願い申し上げます。
代表弁護士 小柳茂秀

初めまして。私は地元が神奈川県で、現在も県内に住んでおります。弁護士になって

今年で4年 目になります。いままで様々な事件に携わらせて頂きましたが、特に債権の

保全・回収事件を多 く経験 してきま した。

弁護士会では、当事務所代表が副部会長を務める民事執行保全懇談会

部会に所属 し、執行法等の研究をするほか、犯罪被害者支援委員会にも

所属して、犯罪被害に遭われた方を支援する業務も行っています。

これからも、法律家として皆様のお役に立てるよう努力を重ねて

参 りますので、よろしくお願い致します。
弁護士 伊藤一志

これまで数々の事件を取 り扱ってまい りま したが、同 じ事件は一つ と

してあ りません。そ して、依頼者の方にとつて、法律事務所に依頼す る

ことは常でな く、文字通 り「人生の岐路に立た されている」「社運をか

けている」か らこそ委任 されているのだ とい うことを、所員一同、常に

自覚 して、 日々の業務に取 り組んでお ります。
事務局長 須藤

無 料 法 律 相 談 会  平成 30年 6月 ～ 8月  第 3木曜 日 午後 5時～ 7時

場 所 :弁護士法人横浜みなと法律事務所 /最 寄駅 :産業振興センター (シーサイ ドライン)徒歩 1分

詳しくはHPをご覧ください >WWW.minato‐ law.jp

※ 原則 として予約制ですが、空きがあれば当日でも可能です。 日時の変更も承 ります。

お気軽にお電話 ください。 日 045-352-7555
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多 くの中小企業は、事業承継で悩んでいます。 当事務所がかかわった一つの事例をご紹

介 します。

ある中小企業の創業者が死亡 した後、次男が会社を継 ぐことになっていま したが、次男

は、健康状態がす ぐれず、少 し荷が重い と感 じていま した。また、相続人 らの関係は良好

ではあるものの遺産相続の問題 も絡んでいま した。相談を受けた当事務所は、その企業を

製造部門 と不動産部門に分割 し、製造部門を売却 し、その売却代金で相続問題 を円満に解

決するとともに、比較的手間のかか らない不動産部門を次男が承継 し、療養生活を続けな

が らも、不動産収入により安定 した暮 らしを続 けています。

通常、弁護士は、契約書・デューデ ィリジェンスの作成、交渉 といった業務にかかわ り

ますが、当事務所では、このような通常業務のみな らず、当初の売却候補者 と価格交渉で

とん挫 した後、新たな買受け先 (一部上場企業)を開拓 し、より高い価格で売却すること

に成功 しま した。受任 してか らわずか 7カ 月での解決で した (代表弁護士は、経営革新等

支援機関に認定 されています )。

|【 事例紹介

|【I豆知識
先 日、ある地域団体か らの依頼で、市民向けの無料講習会を開催 しま した。頼まれた演

題は、「遺言書」で した。 自分で遺言書を作成す る際、よく言われ る形式面、例えば、全て

自筆 とし、捺印 と日付 を忘れないように注意す ることはもちろんですが、先ず 「誰のため

に作 るのか」 とい う目的を しっか り見定める必要があ ります。そ して、その 目的のために

は、どのような内容にす るべきかをじっくり考えることです。意外 と見落 としがちなのは、

死亡後にその 目的を実現す るためには どうす るのか といつた視点です。難解な遺言執行事

件を経験 してきたか らこそ、正 しい遺言書を書 くことは容易ではない としみ じみ思います。

単純な内容でない限 り、 自分の思いを実現するために、また残 された家族のためにも、弁

護士に相談の上、公正証書遺言 とすることをお勧め します。 (なお、代表弁護士は、大学や

専門学校で講師を務めた経験 もあ り、ご要望内容に応 じて、な じみにくい法律を分か りや

す く解説いた します。お気軽にお声かけくだ さい。)

～ 編串後れ ～ 紙面には収まりきれませんでしたが、事務所内では、

事件解決に向けて日々 たくさんの情報収集をしています。法律の豆

知識 をお届けできるよ う、これか らも事務所便 りを定期的に発行い

た しますので、よろしくお願い致 します。 編集員 松下

正しい遺言書の書き方
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弁護士法人横浜みなと法律事 ◆ 民事 :契約、企業法務、交通事故、

家族、相続、労働

◆ 刑 事 :被害者参加

◆ 行政  ◆ 税務 (税理士在籍 )

◆ 海難 (海事補佐人在籍)
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